
―

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
九

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

人
事
院
総
裁

川

本

裕

子

人
事
院
規
則
九

五
五

一
五
六

―

―

人
事
院
規
則
九

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

―

人
事
院
規
則
九

五
五
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

―

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部

分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条

第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条

第
四
条
関
係
）

―

―



一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
特

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
が
支
給
さ
れ
る
特

地
官
署

地
官
署

級
別

級
別

級
別

級
別

都
道

区
分

区
分

都
道

区
分

区
分

所
在
地

官

署

（
冬
期

（
冬

所
在
地

官

署

（
冬
期

（
冬

府
県

以
外
の

期
）

府
県

以
外
の

期
）

期
間
）

期
間
）

北
海
道

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

北
海
道

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
級
地

二
級
地

（
略
）

（
略
）

二
級
地

二
級
地

上
川
郡
上

旭
川
開
発

上
川
郡
上

旭
川
開
発

川
町
旭
町

建
設
部
旭

川
町
旭
町

建
設
部
旭

三
九
の
一

川
道
路
事

三
九
の
一

川
道
路
事

務
所

務
所



空
知
郡
南

札
幌
開
発

（
新
設
）

（
新
設
）

富
良
野
町

建
設
部
空

字
金
山

知
川
河
川

事
務
所
金

山
ダ
ム
管

理
支
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
級
地

二
級
地

（
略
）

（
略
）

一
級
地

二
級
地

（
削
る
）

（
削
る
）

空
知
郡
南

札
幌
開
発

富
良
野
町

建
設
部
空

字
金
山

知
川
河
川

事
務
所
金

山
ダ
ム
管



理
支
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が

一

一
年
を
通
じ
て
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
が

支
給
さ
れ
る
準
特
地
官
署

支
給
さ
れ
る
準
特
地
官
署

都
道

都
道

所

在

地

官

署

所

在

地

官

署

府
県

府
県

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
島
県

双
葉
郡
双
葉
町
大
字

福
島
復
興
局
福
島
復

群
馬
県

利
根
郡
片
品
村
大
字

利
根
沼
田
森
林
管
理



中
野
字
高
田
一
の
一

興
浜
通
り
セ
ン
タ
ー

鎌
田
三
九
五
二
の
七

署
鎌
田
森
林
事
務
所

群
馬
県

利
根
郡
片
品
村
大
字

利
根
沼
田
森
林
管
理

鎌
田
三
九
五
二
の
七

署
鎌
田
森
林
事
務
所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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